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公的医療保険

○保険証が使えないとき
・病気とみなされないもの
　健康診断・人間ドック、予防注射、正常な妊娠・分娩、歯列矯正、軽度
のわきがやしみ、美容整形、経済上の理由による妊娠中絶など。
・業務上のけがや病気
　仕事上の病気やけがは労災保険の対象となります。
・給付が制限されるとき
　故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔などによる傷病、医師や保
険者の指示に従わなかったとき。
・医療費が高額になったとき
　医療費の自己負担額が高額になったとき、国保に申請して認められれば、
限度額を超えた分が高額療養費として、後
から支給されます。また、平成１９年４月か
ら、限度額認定証を提示すれば医療機関で
の窓口負担が限度額までとなります。入院
するときは限度額認定証の交付申請をして
ください。

　日本に住所があったり、不動産や車を所有していたり、日本で所得のあ
る人には納税義務があります。町に納める税金の種類には、主に下記のも
のがあります。

税金

納 期 限納 税 義 務 者税金の種類

第１期： ６月３０日
第２期：  ８月３１日
第３期：１０月３１日
第４期：１２月２５日

・１月１日現在、倶知安町に住所があり、日本に居
住して１年以上経過した人
・１月１日現在、倶知安町に住所があり、日本に居
住して１年未満だが、通常１年以上継続して居住
することを必要とする職業の人
・１月１日現在、倶知安町に住所はないが、町内に
家屋敷、事務所、事業所を持つ人

個人住民税

決算の２カ月後

・町内に事務所か事業所を持つ法人
・町内に寮・宿泊所・倶楽部その他これらに類する
施設を持つ法人で、町内に事務所か事業所を持た
ない法人
・町内に事務所・事業所や寮などを持つ法人でない
社団か財団で、代表者か管理人の定めのあるもの

法人住民税
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※他の主な税：所得税、消費税（国税）、事業税、自動車税（道税）など。

問国税：倶知安税務署
( 倶知安町南１東３－１倶知安地方合同庁舎�０１３６－２２－１１９２）
問道税：北海道後志総合振興局地域振興部税務課
（倶知安町北１東２�０１３６－２３－１３３１）

○個人住民税
　町民税と道民税を合わせて町へ支払いま
す。
　この２つの税は、前年の所得金額に応じ
て課税される「所得割」と前年の所得にかか
わりなく課税される「均等割」からなります。
均等割額：町民税３,０００円、道民税１,０００円
所得割額：（前年中の所得金額－所得控除
額）×税率－調整控除－税額控除

税金

納 期 限納 税 義 務 者税 金 の 種 類

個人住民税と同じ加入者の世帯主国民健康保険税

５月３１日
４月１日現在、町内に主な保管場所のある軽自動
車を所有している人

軽 自 動 車 税

第１期：５月３１日
第２期：７月３１日
第３期：９月３０日
第４期：１１月３０日

１月１日現在、町内に土地・家屋・償却資産を所
有している人

固 定 資 産 税

固定資産税と同じ
１月１日現在、都市計画区域内の倶知安町税条例
で定める区域にある土地・家屋を所有している人

都 市 計 画 税

申＝申し込み・申請先／問＝問い合わせ先／�＝電話番号／内＝内線
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○国民健康保険税
　国民健康保険の保険税は４月から翌年３月までの１年間を単位として、
家族の人数や所得、固定資産税額に基づいて計算されます。
問町税務課住民税係（窓口⑧）�０１３６－５６－８００３

○固定資産税・都市計画税
　納税通知書は所有者ごとに発行されます。あて名の住所の表記は不動産
登記内容と同じになります。
　年の途中に売買などの所有者移転があっても、納税義務者は１月１日の
所有者です。
※契約時に売買者双方でご相談ください。
※税金の納付は外国からはできませんので

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

、
●

「納税管理人届」を出してくだ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

さい
● ●

。「納税管理人」とは、あなたに代わって税金を支払う日本在住の人の
ことです。
問町税務課資産税係（窓口⑩）�０１３６－５６－８００４

○その他の税
軽自動車税・法人住民税などについて
問町税務課住民税係（窓口⑧）�０１３６－５６－８００３

税金

申＝申し込み・申請先／問＝問い合わせ先／�＝電話番号／内＝内線

在留期間・資格の変更／再入国手続き

　ビザの在留期間の更新、在留資格の変更、再入
国許可などの手続きは、地方入国管理局で行い
ます。手続き後、役場で外国人登録証明書の書
き換えも行ってください。
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